
平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日
受
領

答

弁

第

一

九

七

号

内
閣
衆
質
一
六
八
第
一
九
七
号

平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国

務

大

臣

町

村

�

孝

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
河
村
た
か
し
君
提
出
「
社
会
保
障
番
号
」
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
河
村
た
か
し
君
提
出
「
社
会
保
障
番
号
」
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

第
一
の
一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
九
月
二
十
二
日
に
社
会
保
障
番
号
に
関
す
る
関
係
省
庁
連
絡
会
議
に
お
い
て
取
り
ま

と
め
た
「
「
社
会
保
障
番
号
」
に
関
す
る
実
務
的
な
議
論
の
整
理
」
（
以
下
「
議
論
の
整
理
」
と
い
う
。
）
以
外
に
、
政
府

と
し
て
取
り
ま
と
め
た
文
書
は
存
在
し
な
い
。

第
一
の
二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
社
会
保
障
番
号
制
度
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
七
月
五
日
に
年
金
業
務
刷
新
に
関
す
る
政
府
・
与
党
連
絡
協

議
会
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
た
「
年
金
記
録
に
対
す
る
信
頼
の
回
復
と
新
た
な
年
金
記
録
管
理
体
制
の
確
立
に
つ
い
て
」
（

以
下
「
「
新
た
な
年
金
記
録
管
理
体
制
の
確
立
に
つ
い
て
」
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」

を
平
成
二
十
三
年
度
中
を
目
途
に
導
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
厚
生
労
働
省
に
設
置
さ
れ
た
「
社
会
保

障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
（
以
下
「
検
討
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
当
該
カ
ー
ド
に
係
る
基

本
的
な
制
度
設
計
等
に
つ
い
て
の
基
本
構
想
を
年
内
を
目
途
に
取
り
ま
と
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
や
具
体
的
な
制
度
設
計
等
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
で
は
未
定
で
あ
る
。
な
お
、
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
の
導

一



入
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
番
号
の
よ
う
な
各
制
度
に
共
通
の
統
一
的
な
番
号
の
導
入
を
前
提
す
る
も
の
で
は
な
く
、
今
後
、

そ
の
よ
う
な
番
号
の
必
要
性
の
有
無
を
含
め
検
討
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

第
一
の
二
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
社
会
保
障
番
号
制
度
に
つ
い
て
は
、
「
新
た
な
年
金
記
録
管
理
体
制
の
確
立
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
十
分
な

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
確
保
し
た
上
で
一
人
一
枚
の
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
を
導
入
し
、
年
金
手
帳
、
健
康
保
険
証
及

び
介
護
保
険
証
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
、
国
民
が
年
金
の
記
録
を
自
宅
に
お
い
て
も
常
時
、
安
全
か
つ
迅
速
に
確
認
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
及
び
希
望
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
写
真
を
添
付
し
身
分
証
明
書
と
し
て
使
用
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

と
と
も
に
、
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
推
進
戦
略
本
部
が
平
成
十
九
年
七
月
二
十
六
日
に
決
定
し
た
重
点
計
画
二

〇
〇
七
（
以
下
「
「
重
点
計
画
二
〇
〇
七
」
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
年
金
手
帳
や
健
康
保
険
証
及
び
介
護
保
険
証
の
役

割
を
果
た
す
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
を
導
入
す
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
及
び
希
望
す
る
個
人
が
健
診
情
報
等
の
健

康
情
報
の
閲
覧
・
管
理
に
役
立
て
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
現
在
、

検
討
会
に
お
い
て
、
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
の
導
入
に
向
け
た
検
討
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
尋
ね

に
つ
い
て
現
段
階
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二



な
お
、
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
番
号
の
よ
う
な
各
制
度
に
共
通
の
統
一
的
な

番
号
の
導
入
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
今
後
、
そ
の
よ
う
な
番
号
の
必
要
性
の
有
無
を
含
め
検
討
し
て
い
く
予
定
で

あ
る
。

第
一
の
二
の
�
に
つ
い
て

現
在
、
検
討
会
に
お
い
て
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
の
導
入
に
向
け
た
検
討
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

お
尋
ね
に
つ
い
て
現
段
階
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

第
一
の
三
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
内
閣
官
房
情
報
通
信
技
術
（
Ｉ
Ｔ
）
担
当
室
に
設
置
さ
れ
た
「
暮
ら
し
の
電
子
情
報
サ
ー
ビ
ス
推

進
室
」
に
お
い
て
、
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
の
導
入
に
係
る
事
務
的
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
に
つ

い
て
の
公
表
の
予
定
は
な
い
。

第
一
の
四
、
第
二
の
一
の
�
の
（
�
）
か
ら
（
�
）
ま
で
及
び
�
に
つ
い
て

現
在
、
検
討
会
に
お
い
て
、
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
の
導
入
に
向
け
た
検
討
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

お
尋
ね
に
つ
い
て
現
段
階
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
の
導
入
に
つ
い

三



て
は
、
社
会
保
障
番
号
の
よ
う
な
各
制
度
に
共
通
の
統
一
的
な
番
号
の
導
入
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
今
後
、
そ
の

よ
う
な
番
号
の
必
要
性
の
有
無
を
含
め
検
討
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

第
二
の
一
の
�
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
に
お
い
て
は
健
康
保
険
、
介
護
保
険
、
年
金
保
険
、
雇
用
保
険
分
野
に
関
し
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年

法
律
第
七
十
号
）
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
等
に
基
づ
き
、
健
康
保
険
、
国
民
年
金
事
業
、

厚
生
年
金
保
険
及
び
船
員
保
険
の
管
掌
者
と
し
て
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
等
に
係
る
個
人
情
報
を
保
有
し
て
い
る
が
、
そ

の
数
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
把
握
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
こ
れ
を
新
た
に
調
査
す
る
こ
と
は
作
業
が
膨
大
な
も
の
と
な
る
こ

と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

第
二
の
一
の
�
の
（
�
）
か
ら
（
�
）
ま
で
に
つ
い
て

現
在
、
検
討
会
に
お
い
て
、
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
の
導
入
に
向
け
た
検
討
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

お
尋
ね
に
つ
い
て
現
段
階
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
の
導
入
に
つ
い

て
は
、
社
会
保
障
番
号
の
よ
う
な
各
制
度
に
共
通
の
統
一
的
な
番
号
の
導
入
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
今
後
、
そ
の

よ
う
な
番
号
の
必
要
性
の
有
無
を
含
め
検
討
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

四



第
二
の
二
の
�
の
（
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
社
会
保
障
番
号
制
度
に
つ
い
て
は
、
「
新
た
な
年
金
記
録
管
理
体
制
の
確
立
に
つ
い
て
」
及
び
「
重
点
計
画
二

〇
〇
七
」
に
お
い
て
、
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
及
び
適
正
な
年
金
記
録
の
管
理
等
の
た
め
に
、
平
成
二
十
三
年
度
中
を
目

途
に
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
を
導
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
二
の
二
の
�
の
（
�
）
に
つ
い
て

現
在
、
検
討
会
に
お
い
て
、
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
の
導
入
に
向
け
た
検
討
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

お
尋
ね
に
つ
い
て
現
段
階
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

第
二
の
二
の
�
の
（
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
新
た
な
年
金
記
録
管
理
体
制
の
確
立
に
つ
い
て
」
等
に
基
づ
き
、
年
金
記
録
の
名
寄
せ

等
年
金
記
録
の
適
正
化
の
た
め
の
施
策
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
社
会
保
障
番
号
の
導
入
の
み
に
よ
り
対
処
で

き
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

第
二
の
二
の
�
の
（
�
）
に
つ
い
て

議
論
の
整
理
に
お
い
て
は
、
「
現
行
の
サ
ー
ビ
ス
等
を
前
提
と
し
た
場
合
」
の
社
会
保
障
番
号
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
御

五



指
摘
の
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
「
社
会
保
障
分
野
に
お
い
て
、
制
度
や
保
険
者
を
跨
が
る
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
を
導
入

す
る
場
合
」
に
つ
い
て
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
「
医
療
機
関
等
に
端
末
を
設
置
し
、
被
保
険
者
番
号
等
を
活
用
し
て
、
医
療

給
付
の
受
給
者
が
被
保
険
者
登
録
名
簿
（
保
険
者
が
管
理
）
に
登
録
さ
れ
て
い
る
か
否
か
の
確
認
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
う
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
給
付
の
誤
り
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
な
ど
の
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

第
二
の
二
の
�
の
（
�
）
に
つ
い
て

現
在
、
検
討
会
に
お
い
て
、
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
の
導
入
に
向
け
た
検
討
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

お
尋
ね
に
つ
い
て
現
段
階
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
の
導
入
に
つ
い

て
は
、
社
会
保
障
番
号
の
よ
う
な
各
制
度
に
共
通
の
統
一
的
な
番
号
の
導
入
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
今
後
、
そ
の

よ
う
な
番
号
の
必
要
性
の
有
無
を
含
め
検
討
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

第
二
の
二
の
�
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
被
保
険
者
資
格
の
誤
り
に
よ
り
、
審
査
支
払
機
関
か
ら
保
険
医
療
機
関

等
に
レ
セ
プ
ト
が
返
戻
さ
れ
た
件
数
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
件
数
は
、
平
成
十
八
年
四
月
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
ま
で

の
間
に
お
い
て
、
約
九
百
四
十
万
件
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
審
査
支
払
機
関
が
保
険
者
か
ら
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
う
べ
き

六



費
用
の
請
求
額
を
決
定
し
た
総
件
数
約
十
六
億
件
の
約
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

第
二
の
二
の
�
の
（
�
）
並
び
に
�
の
（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

現
在
、
検
討
会
に
お
い
て
、
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
の
導
入
に
向
け
た
検
討
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

お
尋
ね
に
つ
い
て
現
段
階
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
の
導
入
に
つ
い

て
は
、
社
会
保
障
番
号
の
よ
う
な
各
制
度
に
共
通
の
統
一
的
な
番
号
の
導
入
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
今
後
、
そ
の

よ
う
な
番
号
の
必
要
性
の
有
無
を
含
め
検
討
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

第
二
の
二
の
�
の
（
�
）
か
ら
（
�
）
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
経
済
財
政
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
〇
七
」
（
平
成
十
九
年
六
月
十
九
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、

「
納
税
者
番
号
の
導
入
に
向
け
て
、
社
会
保
障
番
号
と
の
関
係
の
整
理
等
を
含
め
具
体
的
な
検
討
を
進
め
る
。
」
と
さ
れ
、

ま
た
、
現
在
、
検
討
会
に
お
い
て
、
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
の
導
入
に
向
け
た
検
討
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
現
段
階
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
社

会
保
障
番
号
の
よ
う
な
各
制
度
に
共
通
の
統
一
的
な
番
号
の
導
入
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
今
後
、
そ
の
よ
う
な
番

号
の
必
要
性
の
有
無
を
含
め
検
討
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

七



第
二
の
二
の
�
の
（
�
）
か
ら
（
�
）
ま
で
及
び
�
の
（
�
）
に
つ
い
て

現
在
、
検
討
会
に
お
い
て
、
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
の
導
入
に
向
け
た
検
討
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

お
尋
ね
に
つ
い
て
現
段
階
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
の
導
入
に
つ
い

て
は
、
社
会
保
障
番
号
の
よ
う
な
各
制
度
に
共
通
の
統
一
的
な
番
号
の
導
入
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
今
後
、
そ
の

よ
う
な
番
号
の
必
要
性
の
有
無
を
含
め
検
討
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

第
二
の
二
の
�
の
（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
議
論
の
整
理
の
取
り
ま
と
め
に
当
た
っ
て
は
、
米
国
の
「
社
会
保
障
番
号
」
の
濫
用
・
悪
用
事
例
に
つ

い
て
の
検
討
は
行
っ
て
い
な
い
。

第
二
の
二
の
�
の
（
�
）
に
つ
い
て

現
在
、
検
討
会
に
お
い
て
、
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
の
導
入
に
向
け
た
検
討
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

お
尋
ね
に
つ
い
て
現
段
階
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
の
導
入
に
つ
い

て
は
、
社
会
保
障
番
号
の
よ
う
な
各
制
度
に
共
通
の
統
一
的
な
番
号
の
導
入
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
今
後
、
そ
の

よ
う
な
番
号
の
必
要
性
の
有
無
を
含
め
検
討
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
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第
二
の
二
の
�
の
（
�
）
に
つ
い
て

議
論
の
整
理
に
お
い
て
、
社
会
保
障
番
号
の
利
用
範
囲
と
「
民
間
で
の
一
般
利
用
」
の
双
方
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の

は
、
社
会
保
障
番
号
に
係
る
様
々
な
論
点
に
つ
い
て
、
総
合
的
に
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、

お
尋
ね
の
社
会
保
障
番
号
の
利
用
範
囲
を
限
定
す
る
手
段
と
し
て
は
、
例
え
ば
基
礎
年
金
番
号
の
告
知
要
求
制
限
の
よ
う
な

方
法
が
考
え
ら
れ
る
。

第
三
の
一
の
�
に
つ
い
て

「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
に
つ
い
て
は
、
「
新
た
な
年
金
記
録
管
理
体
制
の
確
立
に
つ
い
て
」
及
び
「
重
点
計
画

二
〇
〇
七
」
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
三
年
度
中
を
目
途
に
導
入
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
現
在
、
検
討
会
に
お
い
て
、
「

社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
の
導
入
に
向
け
た
検
討
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
現
段
階
で
お

答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
番
号
の
よ
う

な
各
制
度
に
共
通
の
統
一
的
な
番
号
の
導
入
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
今
後
、
そ
の
よ
う
な
番
号
の
必
要
性
の
有
無

を
含
め
検
討
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

第
三
の
一
の
�
に
つ
い
て

九



厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
「
健
康
Ｉ
Ｔ
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
五
月
十
五
日
に
同
省
が
策
定
し

た
「
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
向
上
・
効
率
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
お
い
て
、
社
会
保
障
分
野
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
シ
ス

テ
ム
の
基
本
構
想
づ
く
り
等
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
「
新
た
な
年
金
記
録
管

理
体
制
の
確
立
に
つ
い
て
」
の
取
り
ま
と
め
を
受
け
て
、
年
金
・
医
療
・
介
護
の
分
野
で
利
用
で
き
る
「
社
会
保
障
カ
ー
ド

（
仮
称
）
」
と
し
て
、
現
在
、
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
に
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に
本
人
の
診
療
情
報
等
を
入
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る

も
の
で
は
な
い
。

第
三
の
一
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
に
十
分
配
慮
し
な

が
ら
、
こ
れ
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
現
在
、
検
討
会
に
お
い
て
、
こ
の
点
も
踏
ま
え
、
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（

仮
称
）
」
の
導
入
に
向
け
た
検
討
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
現
段
階
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。

第
三
の
二
に
つ
い
て

一
〇



御
指
摘
の
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
と
「
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、

現
在
、
こ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
政
府
以
外
で
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は

承
知
し
て
い
な
い
。

一
一


